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６月１日、職場のパワハラ防止対策が強化されます 
～大企業はパワハラ防止措置が事業主の義務となります～ 

 
 

 
令和元年６月５日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正

する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法

が改正されました。この改正により、職場におけるパワーハラスメント（以下、「パワハ

ラ」とする。）防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務づけら

れました。 

施行日は、大企業について令和２年６月１日です（中小企業については、令和４年３

月３１日までの間は努力義務となります）。 

 

 

パワハラ防止対策の概要 

● 愛知労働局に寄せられた平成 30年度の総合労働相談のうち、パワハラを含む「いじめ・

嫌がらせ」の相談件数は 5,058件で、相談割合の 25.5％を占めています。 

「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は過去最高を更新。 

● 令和２年６月１日より、大企業において、パワハラ防止措置が義務化されます（中小事業

主については令和４年３月３１日まで努力義務）。 

● パワハラ防止措置のために事業主が講ずべき措置として、①事業主の方針の明確化及びそ

の周知・啓発、②相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、④併せて講ずべき措置、が

示されています。 
 

 

（詳細は次頁） 

令和 2 年 5 月 28 日（木） 

【照会先】 
雇用環境・均等部指導課 
課   長   藤原 隆 
課長補佐   篠田 英子 

（電 話）052－857－0312 

厚生労働省愛知労働局 Press Release 



- 2 - 

 

１ 「いじめ・嫌がらせ」の相談状況 

  愛知労働局の総合労働相談コーナー等に寄せられる総合労働相談のうち、パワハラ 

を含む「いじめ・嫌がらせ」にかかる相談件数は年々増加傾向にあり、平成 30 年度は 

5,058 件で、平成 24 年度以降７年連続で相談内容のトップとなっています。 

この相談件数は、平成 24 年度の相談件数（2,805 件）と比較し、約 1.8 倍となって 

 います。 

 

図１ 総合労働相談の推移            図２ 「いじめ・嫌がらせ」相談の推移 

 

２ パワハラ防止対策 

  職場における「パワハラ」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とし

た言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業

環境が害されるものであり、①～③までの要素を全て満たすものをいいます。 

※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導につい

ては該当しません。 

事業主は、パワハラに当たる言動によりその雇用する労働者の就業環境が害される

ことのないよう、その労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。また、法律の規定に

基づき、措置の適切・有効な実施を図るための指針が策定されています。 

  さらに、事業主は、労働者が相談をしたことや、事業主による当該相談への対応に

協力した際に事実を述べたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益

な取扱いをしてはいけません。 

  パワハラ防止対策についての詳細については、愛知労働局のＨＰを確認してくださ

い。 

 

● 愛知労働局ＨＰ 「職場のパワーハラスメント防止のために」 

 

● ポータルサイト「あかるい職場応援団」で、社内の体制整備に活用できる資料等 

  の情報を発信しています。解説動画もアップしています！ 
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